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令和８年度 滋賀県知事選挙・滋賀県議会議員補欠選挙 

ポスター掲示場 設置・管理・撤去業務委託 

仕様書 

◇業務内容 

令和８年７月５日執行の滋賀県知事選挙及び滋賀県議会議員補欠選挙に係るポ

スター掲示場に関する、設置、管理、及び撤去の業務を委託するもの 

◇掲示場の設置・撤去 

  ・設置箇所 64 箇所 

  ・設置場所 別紙「ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり。 

  ・履行期間 契約日から令和８年７月３１日（金）まで 

        ただし、令和８年６月１７日（水）以前に掲示場の設置を完了し、

選挙執行後、令和８年７月３１日（金）までに撤去すること。 

   ※今回は２種の選挙用のものを設置する必要があるため、設置場所は、状況

の変化に伴い変更する場合がある。 

   ※履行期間、設置期間及び撤去期間は選挙執行状況に伴い変更する場合があ

る。 

◇選挙の種類 

  ・滋賀県知事選挙 

  ・滋賀県議会議員補欠選挙 

◇ポスター掲示板の仕様 

  ・別紙「滋賀県知事選挙・滋賀県議会議員補欠選挙（看板） レイアウト」の

とおりとし、材質はアルミ製とする。また、その規格はいずれも次のとおり。 

規格 ： ２段６区画＋表示部分（概ね横 180 ㎝×縦 90㎝） 

  ・掲示面の大きさは、一辺が概ね 44㎝の正方形とし、それぞれの区画を明瞭に

区分するため、区画線の幅は２cm 程度とすること。なお、区画面の大きさは、

線を含まないものであることに留意すること。 
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  ・掲示場の区画の番号は、１から始まる一連番号とし、右上段から右下段の順

に順次左へ同様の順によって付すること。 

  ・ポスター掲示板および設置に必要な部材は受注者が調達すること。 

◇その他 

(1)受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置

をとること。この場合において、必要があると認めるときは、受注者

は、あらかじめ発注者の意見を聴くこと。ただし、緊急やむを得ない

事情があるときは、この限りでない。 

(2)強風等災害でポスター掲示場が損壊した場合は、直ちに復旧作業を行うこと。 

(3)受注者が(1)または(2)の規定により臨機の措置、または復旧作業を

とった場合において、当該措置に要した費用については、受注者が負

担すること。 

(4)ポスター掲示場の設置業務開始から撤去業務終了までに、ポスター掲示場につ

いて生じた損害その他設置、管理および撤去業務に関して生じた損害に

ついては、受注者がその費用を負担すること。ただし、その損害のう

ち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者

が負担する。 

(5)工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償

しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由によ

り生じたものについては、発注者が負担する。 

(6)設置場所（壁面、フェンス等）を傷つけないように注意すること。 

(7)選挙の終了または無投票当選等で当該ポスター掲示場（板）が不要となった場合

には、事務局と協議の上、速やかにポスター掲示場を撤去すること。 

(8)賠償責任保険に加入し、証書の写しを提出すること。保障内容は、１箇所につき

対人 500 万円以上、対物 500 万円以上とすること。 

 


